
指定調査機関の
現況把握

変更・廃止の
届出の受理

指定調査機関の指定・更
新

申請内容の審査

指定の申請・更新

指導・命令・指定取消し

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に係る
業務フロー

報告徴収・立入検査

業務規程の届出の受理
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事務・権限概要シート 

出先機関名：地方環境事務所  整理番号（ ０８ ）

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則（平成 18 年環境省令第

３号）第 25 条第１項に規定する申請等の経由に係る事務 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで移
譲すると整理し
た事務・権限の
具体的な内容 

（移譲する事務・権限名） 

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第25条第１項に規定

する申請等の経由に係る事務 

（具体的な内容） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（以下「法」という。）に基づき、石綿に

よる健康被害を受けた者及びその遺族は、(独)環境再生保全機構（以下「機構」と

いう。)に対して、認定の申請や給付の請求をすることができる。 

申請等に当たっては、機構に対して関係書類の提出を行う必要があるが、窓口が

全国一箇所だけでは、申請者の利便性の観点から問題がある。このため、全国の地

方環境事務所や保健所、一部の市区町村においても、機構に代わって申請者からの

書面等の提出を受け付けている。 

 

なお、既にすべての保健所と一部の市区町村が当該事務を実施しており、地方環

境事務所で毎年受け付けている件数は年間 100 件強である。地方自治体に委譲され

た場合、この件数分の業務が各地方自治体に分配されることとなる。 

 

予算の状況 
（単位:百万円） 

3,757 百万円の内数（申請書の経由に係る移送料等） 

※地方事務所予算中、「地方環境事務所一般行政に必要な経費」及び「大気・水・土

壌環境等の保全に必要な経費」、「環境・経済・社会の統合的向上に必要な経費」、「環

境政策基盤整備等に必要な経費」の合計 

関係職員数 各地方環境事務所につき１名が、職務の一部として実施 

事務量（アウト
プット） 

○申請・請求受付件数 
 H20 114 件 

備考  

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

石綿健康被害救済制度に基づき、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族は、

(独)環境再生保全機構(機構)に対して、認定の申請や給付の請求をすることができ

る。 

この申請等の受付事務は、機構及び全国の保健所等に加え、石綿健康被害救済法施
行規則第２５条第１項の規定に基づき、申請者の利便性の確保のため、地方環境事
務所でも実施しているところ。その際、地方環境事務所を経由して提出した場合は、
地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものと見なされる。 
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予算の状況 
（単位:百万円） 

3,757 百万円の内数 
※地方事務所予算中、「地方環境事務所一般行政に必要な経費」及び「大気・水・土
壌環境等の保全に必要な経費」、「環境・経済・社会の統合的向上に必要な経費」、「環
境政策基盤整備等に必要な経費」の合計 

関係職員数 環境対策課定員 52 名の内数 

事務量（アウト
プット） 

○申請・請求受付件数 
 H20 114 件 
 

地方側の意見 「地方」（全国知事会「国の出先機関原則廃止プロジェクトチーム」報告（p.64）、
平成 22 年７月 15 日） 

その他各方面の
意見 

 

既往の政府方針
等 

 

 
自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方公共団体に移管 
 
 
 
 
 

備考 
 

 
 

 

 

Ａ－ａ 
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事務・権限概要シート 

 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 10 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

農林水産省の地方農政局が所掌する業務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する業務
の一部 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 農産物検査法に定める登録検査機関の指導・監督その他の農産物検査に関する事

務 

※農産物検査を行う区域が一都道府県域内である登録検査機関の登録、都道府県

域内の関係業者等に対する立入調査等の業務について、都道府県へ権限を移

譲・付与 

② 食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務（民間に対
する助成、民間に対する広報啓発） 
容器包装リサイクル法、食品リサイクル法及び省エネ法に基づく報告徴収・立入
検査等 

※一の都道府県内で完結する事業者に関する事務・権限を都道府県に付与 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 ① 農産物検査法に定める登録検査機関の指導・監督その他の農産物検査に関する事

務 

・３名の内数 

② 容器包装リサイクル法、食品リサイクル法及び省エネ法に基づく報告徴収・立入

検査等 

・２名の内数 

事務量（アウト
プット） 

① 農産物検査法に定める登録検査機関の指導・監督その他の農産物検査に関する事

務 

・登録検査機関の登録・更新 

⇒登録検査機関：２ 機関（22年度） 

・登録検査機関からの検査結果報告取りまとめ 

  ⇒登録検査機関：２ 機関（22年度） 

（検査結果の報告回数：米20回（22年度）） 

・農林水産大臣による改善命令、適合命令、登録取消し等（平成13年度以降０件）

  ⇒登録検査機関等に対する立入調査等：年間８回（21年度） 

・農産物検査法違反業者の告発（平成13年度以降０件） 

② 容器包装リサイクル法、食品リサイクル法及び省エネ法に基づく報告徴収・立入

検査等 

省エネ法関係… 
指導件数【工場】19 年度  0    20 年度  0   21 年度  0 

【荷主】19 年度  －   20 年度  －   21 年度   0 
報告徴収件数【工場】19年度  0    20 年度  0    21 年度  0 

                        【荷主】19 年度  －    20 年度  －    21 年度  0 
立入検査件数【工場】19年度   0    20 年度   0    21 年度   0 

【荷主】19年度  －   20 年度  －    21 年度   0 
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※ 荷主に係る指導、報告徴収及び立入検査は 21
年度から実施。 

    
容リ法関係…  
      報告徴収件数    ：19 年度   0    20 年度   4    21 年度   0 

       立入検査件数    ：19 年度   0    20 年度   0    21 年度   0 
                
食リ法関係…  

       報告徴収件数    ：19 年度   5    20 年度   0    21 年度   0 
       立入検査件数    ：19 年度   0    20 年度   0    21 年度   0 

※ 定期報告は20年度から実施。 

備考 ① 農産物検査法に定める登録検査機関の指導・監督その他の農産物検査に関する事

務 

国の役割 

・ 農産物検査規格の設定・改廃（銘柄設定・改廃を含む） 

・ 農産物検査規格の品位規格における検査標準品の作製・配布 

・ 複数の都道府県を区域とする登録検査機関に係る登録等の業務 

② 容器包装リサイクル法、食品リサイクル法及び省エネ法に基づく報告徴収・立入

検査等 

事務・権限の付与にあたっては、関係省庁も同様の対応が必要となる。 

 
 
【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 

農林水産省の地方農政局が所掌する事務、水産庁の漁業調整事務所が所掌する事務

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：35,076 百万円（22 年 7 月末示達額。「林野庁」分及び「漁業調
整事務所以外の水産庁」分を除く。） 

関係職員数 254 名 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：36,597 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び
米軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討
する必要がある。（平成 22年 7 月 15 日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向け
て」） 

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方農政局及び漁業調整事務所が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄

の特殊事情を踏まえ、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。

備考  
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事務・権限概要シ－ト 

出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 13 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

経済産業省の経済産業局が所掌する業務 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

① 景気動向等に関する統計調査の実施 

経済産業省生産動態統計調査のうち、都道府県が既に調査を実施している業種で

あってその規模等に応じ局も分担して実施しているものに係るもの（法定受託事

務） 

② 商工会議所に係る許認可・監督に関する事務 

商工会議所法に基づく定款変更の認可 

③ 工業標準化法（JIS 法）に基づく事業所への立入検査等の事務 

一の都道府県内にのみ事業所等がある認証製造業者等に対する JIS 法に基づく報

告徴収・立入検査（併行権限） 

④ 中小企業の取引の適正化、事業活動の機会の確保に関する事務 

下請代金法に基づく報告・検査（併行権限） 

⑤ 中小企業の交流又は連携及び組織に関する事務 

一の都道府県を区域とする特定業種の協業組合、商工組合、商工組合連合会に関

する許認可等 

⑥ 割賦販売法に基づく前払式割賦販売業者、前払式特定取引業者、包括クレジット

事業者、個別クレジット事業者に対する許可・登録、立入検査、処分等に関する

事務 

一の都道府県内にのみ事業所等があるクレジット業者に対する割賦販売法に基づ

く報告徴収・立入検査（併行権限） 

⑦ 消費生活用製品安全法等に基づく消費生活用製品等の製造・輸入業者への立入検

査等の事務 

一の都道府県内にのみ事務所・事業所等が存在する消費生活用製品等の製造業

者・輸入業者に対する報告徴収・立入検査（消費生活用品、電気用品、ガス用品、

液化石油ガス器具等、家庭用品）（併行権限） 

⑧ 各種リサイクル法の施行等リサイクルの推進 

一の都道府県内にのみ事業所等のある特定事業者等に対する容器包装リサイクル

法等に基づく報告徴収及び立入検査（容器包装・家電・食品リサイクル、資源有

効利用）（併行権限） 

⑨ エネルギーの使用合理化に関する事務 

一の都道府県にのみ事業所等がある省エネ法に基づく特定事業者等への措置に関

する事項（指導助言、報告徴収・立入検査 等）（併行権限） 

⑩ 品確法の施行に関する事務 等 

給油等事業所が一の都道府県内にある揮発油（ガソリン）販売業者等対する揮発

油等の品質確保等に関する法律に基づく報告徴収、立入検査等（併行権限） 
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予算の状況 
（単位:百万円） 

― 

関係職員数 61 名（経産本省定員の 1名を含む）の内数 

事務量（アウト
プット） 

① 経済産業省生産動態統計調査の実施 

調査対象数 35 調査票配布数 19／月 回収・審査数 18／月 督促数 12（延べ

数／年） 

② 商工会議法に基づく定款変更の認可 

 19 年度 20 年度 21 年度 

定款変更の認可 0 1 2 

③ JIS 法に基づく事業所への立入検査等の事務 

認証製造業者等に対する立入検査数 5件／年(19～21 年度の平均) 

④ 下請代金法に基づく検査、勧告等（事業者に対する報告・検査の権限） 

 19 年度 20 年度 21 年度 

下請事業者からの申告 1 0 0 

立入検査等 4 4 5 

改善指導 3 2 5 

⑤ 一の都道府県を区域とする特定業種の協業組合、商工組合、商工組合連合会に関

する許認可等の権限 

所管組合数：協業組合 0件、商工組合 2件、商工組合連合会 0件（平成 21 年度末）

手続き件数：19 年度 3件 20 年度 5件 21 年度 4件（うち決算関係書類などの

受理 2件、役員変更届出の受理 2件 定款変更認可 0件）  

⑥ 一の都道府県内にのみ事業所等があるクレジット業者に対する報告徴収・立入検

査の権限 

包括クレジット業者に関する事務(報告徴収※※2 件、立入検査※0 件) 

個別クレジット業者に関する事務(報告徴収※※4 件、立入検査※※※1 件) 

※19～21 年度平均、※※22 年 4月～23 年 1月末の数値、※※※22 年 6 月～23 年 1 月末の数値 

⑦ 一の都道府県内にのみ事務所・事業所等が存在する消費生活用品等の製造業者・

輸入業者等への報告徴収・立入検査（消費生活用品、電気用品、ガス用品、液化

石油ガス器具等、家庭用品） 

1)消費生活用製品安全法 

 19 年度 20 年度 21 年度 

報告徴収 0 0 0 

立入検査 0 0 0 

2)電気用品安全法 

 19 年度 20 年度 21 年度 

報告徴収 0 0 0 

立入検査 0 0 0 

3)ガス事業法 

 19 年度 20 年度 21 年度 

報告徴収 0 0 0 

立入検査 0 0 0 

4)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

 19 年度 20 年度 21 年度 

報告徴収 0 0 0 

立入検査 0 0 0 

5)家庭用品品質表示法 
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 19 年度 20 年度 21 年度 

報告徴収 0 0 0 

立入検査 0 0 0 

 

⑧ 事業所が一の都道府県にある場合の報告徴収・立入検査（容器包装・家電・食品

リサイクル、資源有効活用） 

1)容器包装リサイクル 

(19 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

(20 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

(21 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

2)家電リサイクル 

(19 年度) 報告徴収 0 立入検査 14 

(20 年度) 報告徴収 0 立入検査 12 

(21 年度) 報告徴収 0 立入検査 17 

3)食品リサイクル 

(19 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

(20 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

(21 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

4)資源有効利用促進法 

(19 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

(20 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

(21 年度) 報告徴収 0 立入検査 0 

 

⑨ 一の都道府県内で完結する事業者に対する省エネ法に基づく指導助言、報告の徴

収等 

 20 年度 21 年度 

報告徴収・立入検査等 14 2 

⑩ 給油所等事業所が一の都道府県内にある揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油

販売業者の報告徴収・立入検査 

 19 年度 20 年度 21 年度 

揮発油販売業者からの登録／変更登

録、廃止等の届出受付業務 

259 291 1744 

立入検査(件／年) 8 4 4 

 

 

備考  

【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 
経済産業省の経済産業局が所掌する業務 

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：1,158 百万円（22 年 7 月末示達額） 

関係職員数 61 名（経産本省定員の 1名を含む） 
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事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：1,916 百万円 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び米
軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討す
る必要がある。（平成 22年 7月 15日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向けて」）

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

経済産業局が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄の特殊事情を踏ま

え、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。 

備考 
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事務・権限概要シ－ト 

 

出先機関名：沖縄総合事務局 整理番号（ 16 ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

国土交通省の地方整備局が所掌する業務 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

地方自治体に移管される直轄事業に係る下記の事務 

①地方整備局の行う入札及び契約等に関する事務 

②事業評価及び費用の縮減に関する事務 

③技術的審査、検査及び調査に関する事務 

④入札及び契約制度の技術的事項に関する事務 

⑤積算基準に関する事務 

⑥建設機械類・電気通信施設・情報システムの整備及び運用等に関する事務 

⑦防災業務計画等の策定に関する事務 

⑧土地等の収用、使用、買収及び寄附並びにこれらに伴う地上物件の移転及び損失補

償に関する事務 

⑨土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準等に関する事務 

予算の状況 
（単位:百万円） 

地方自治体に移管される直轄事業の内容、事務量による。 

関係職員数 地方自治体に移管される直轄事業の内容、事務量による。 

事務量（アウト
プット） 

地方自治体に移管される直轄事業の内容、事務量による。 

備考  

 
 
【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 
事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 
国土交通省の地方整備局が所掌する業務 

予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：82,668 百万円（22 年 7 月末示達額） 
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関係職員数 395 名 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：78,374 百万円 
 
 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び米
軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討す
る必要がある。（平成 22年 7月 15日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向けて」）

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方整備局が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄の特殊事情を踏ま

え、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。 

備考 
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事務・権限概要シ－ト 

 
出先機関名：沖縄総合事務局  整理番号（ 18 ） 

事務・権限概要シ－ト（個票） 

事務・権限名 
 

国土交通省の地方運輸局が所掌する業務 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（移譲する事務・権限名） 

 旅客自動車運送事業の許認可等（自動車運転代行業の認定業務に限る） 

（具体的な内容） 

 ・公安委員会からの認定・認定取り消し協議に対する同意 

 ・公安委員会からの変更届出に関する通知の受理 

 ・公安委員会からの認定証返納に関する通知の受理 

・約款届出の受理 

・公安委員会への営業停止命令の要請 

・公安委員会が行った指示に関する通知の受理 

・自動車運転代行業者への立入検査 

・自動車運転代行業者への指示等の行政処分 

 ・指示等の行政処分を行った旨の公安委員会への通知 等 

予算の状況 
（単位:百万円） 

－ 

関係職員数 87 名（国交本省定員の 4名を含む）の内数 

事務量（アウト
プット） 

            （平均業務量は平成１７年度～平成２１年度実績の平均）

事業種別  平均業務量 

公安委員会からの認定・認定取り消し協議件数 協議件数 97

公安委員会からの変更届出に関する通知の受理 受理件数 254

公安委員会からの認定証返納に関する通知の受理 受理件数 28

約款届出の受理 受理件数 0

公安委員会への営業停止命令の要請 要請件数 0

公安委員会が行った指示に関する通知の受理 受理件数 0

自動車運転代行業者への立入検査 検査件数 6

自動車運転代行業者への指示等の行政処分 処分件数 20.8

指示等の行政処分を行った旨の公安委員会への通知 通知件数 20.8

備考 上記の事務・権限は、地方自治法第 2条第 8項に規定する自治事務として移譲する。

 
 
【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 
事務・権限の概
要 

（具体的な業務内容） 
国土交通省の地方運輸局が所掌する業務 
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予算の状況 
（単位:百万円） 

平成 22 年度予算額：176 百万円（22年 7月末示達額） 

関係職員数 87 名（国交本省定員の 4名を含む） 

事務量（アウト
プット） 

平成 21 年度執行額：178 百万円 
 

地方側の意見 他の出先機関の業務に応じて仕分けする。ただし、現行沖縄振興計画の終了及び米
軍施設、島嶼性等の特殊事情を踏まえ、今後の沖縄の振興のあり方と併せて検討す
る必要がある。（平成 22年 7月 15日全国知事会「国の出先機関の原則廃止に向けて」）

その他各方面の
意見 

－ 

既往の政府方針
等 

－ 

自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

地方運輸局が所掌する業務の仕分けに準じる。ただし、沖縄の特殊事情を踏ま

え、また、今後の沖縄振興の在り方と併せて検討する必要がある。 

備考  

 

 

－  
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